
18 つ　市　議　会　だ　よ　り

　地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課

題となっており、森林のもつ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など｢森

林の公益的機能｣に対する国民の関心と期待は大きくなっている。

　また、我が国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの（第1約束

期間における温室効果ガス排出削減義務6％のうち、3.8％を森林吸収量で確保）と同等以上の取組

を推進することとしている。

　このような経緯も踏まえ、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置」が平成24年10

月に導入されたが、使途は、CO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化対

策に関する地方の財源確保については、「早急に総合的な検討を行う」との方針に止まっている。

　もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対

策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取組を、山村地域の市町村が主体

的・総合的に実施することが不可欠である。

　しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳

しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃するといった事態が生じている。

　森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むためには、これら森林の再生が必要不可欠であ

り、そのための恒久的・安定的な財源確保を講ずることが急務である。

　よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

記

　二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を

踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を、森林面積に応じて譲与する仕組みの構

築を強く求める。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　　平成25年9月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　市　議　会

「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のための意見書

2　地方税源の充実確保等について

（1）地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5：5」と 

　すること。

　　その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する

　こと。

（2）個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、

　政策的な税額控除を導入しないこと。

（3）固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。

　　特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持

　すること。

（4）法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。

（5）自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含

　め現行制度を堅持すること。

（6）ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度

　を堅持すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　　平成25年9月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　市　議　会


